
合　　計

株 式 等 の 保 有 割 合 欠 損 金 額 の 内 訳

直 接 間 接

の 区 分

24

発 行 済
株 式 等 の
保 有 割 合

25

.氏名又は名称.

・　  ・
・　  ・

そ
の
他
の
内
国
法
人
及
び
居
住

者

等

.

同

族

株

主

グ

ル

ー

プ
.

・　  ・
・　  ・

・　  ・
・　  ・

22

％

23
(15)が零又は欠損金額となる場合には､
その行う主たる事業に係る収入金額から
所得が生じたとした場合に適用される税率

・　  ・
・　  ・

・　  ・
・　  ・

8

4

5

9

10

外 国 関 係 会 社 の 事 業 年 度 2
・　  ・
・　  ・

16

17

本店所在地国における法人の
所 得 に 対 す る 税 の 有 無

3

( ％)

.

本

店

所

在

地

国

の

外

国

法

人

税

の

額
.

実 際 に 納 付 す る
外 国 法 人 税 の 額

所得の額に応じて税率が
高くなる場合に納付した
ものとみなされる税額

納 付 し たも のと みな して
本店所在地国の外国法人税
の 額 か ら 控 除 さ れ る 額

18

19

有　・　無

別
表
十
七
㈢
付
表
一
　
平
三
十
一
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
又
は
連
結
事
業
年
度
分

特定外国子会社等の判定に関する明細書
（ ）

法人名
00･ 00･00

a

00･ 00･00

請 求 権
勘案保有株
式 等 の
保 有 割 合

27

翌 期 繰 越 額
.(28) － (29).

所

得

の

金

額

の

計

算

当
期
の
所
得
金
額

加

算

減

算

当 期 の 決 算 上 の 利 益
又 は 欠 損 の 額

本店所在地国における
課 税 所 得 金 額

非 課 税 所 得 の 金 額

損 金 の 額 に 算 入 し た
支 払 配 当 等 の 額

損 金 の 額 に 算 入 し た
外 国 法 人 税 の 額

事業年度
又は連結
事業年度

15

28 29 30

外 国 関 係 会 社 の 名 称 1

所 得 に 対 す る 租 税 の 負 担 割 合 の 計 算

6

7

議 決 権 株 式
等 又 は 請 求
権 株 式 等 の
保 有 割 合

26

直接・間接

直接・間接

合　　計

租

税

の

額

の

計

算

直接・間接

直接・間接

計

直接・間接

減免された外国法人税の額の
うち租税条約の規定により納
付したものとみなされるもの

本 店 所 在 地 国 外 に お い て
納 付 す る 外 国 法 人 税 の 額

租 税 の 額
●((16)から(20)までの合計額)●

％％
直接・間接. 本 人 .

％

直接・間接

・　  ・
・　  ・

・　  ・
・　  ・

計

事 業 年 度

・　  ・
・　  ・

控 除 未 済
欠 損 金 額

当 期 控 除 額

・　  ・
・　  ・

・　  ・
・　  ・

・　  ・
・　  ・

・　  ・
・　  ・

・　  ・
・　  ・

計

当 期 分

直接・間接

保険準備金繰入限度超過額

保険準備金取崩不足額

小 計

(6) の う ち 配 当 等 の 額

益 金 の 額 に 算 入 し た
還 付 外 国 法 人 税 の 額

小 計

所 得 の 金 額
●● (5)＋(11)－(14) ●●

14

11

12

13

20

21

・　  ・
・　  ・

(21)

(15)

所得に対する租税の負担割合

 

御
注
意 

こ
の
明
細
書
の
各
欄
中
金
額
を
記
載
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
金
額
に
係
る
通
貨
の
単
位
を
表
示
し
て
く
だ
さ
い
。 


